


お問い合わせ先

　広陵台団地は、「一団地の住宅施設」の都市計画を定め、全体的な利用計画に基づいた

計画的な整備を図っています。

　このため、広陵台団地における建築申請については、建築基準法に基づく建築確認申請

の前に、都市計画法に基づく建築許可が必要です。

　宗像市への許可申請後には、宗像市から公社に意見照会がありますので、許可申請書に

必要書類の添付をお願いいたします。



建築許可申請書（都市計画法第53条）
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